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。



イ⑴ 行政職給料表等級別職務区分表

職務の等級 区分 職名

１級 知事等の事務部局 主事

司書

教育委員会の事務部局 主事

２級 知事等の事務部局 主任主事

主任司書

教育委員会の事務部局 主任主事

３級 知事等の事務部局 主席

工事検査主席

教育委員会の事務部局 指導主事

社会教育主事

主席

４級 知事等の事務部局 車庫長

衛視長

副車庫長

副衛視長

船長

副船長

機関長

副工事検査員

助教

教育委員会の事務部局 管理主事

５級 知事等の事務部局 室長補佐

広報室長

工事検査員

准教授

教育委員会の事務部局 室長補佐



班長

６級 知事等の事務部局 課内室の室長

室の長

部等の所長

企画幹

推進幹

秘書室長

外事室長

政策推進室長

調整室長

航空消防防災室長

工事検査幹

センター等の所長

校長

副所長

センター等の副局長

困難な業務を行う支所長

文書館長

鳥居龍蔵記念博物館長

困難な業務を行う副校長

本部長

農林水産総合技術支援センターの課長

収用委員会事務局の次長

主幹

専門幹

航空安全・防災調整幹

副工事検査幹



センター等の次長

副校長

支所長

出張所長

支所の次長

副館長

環境保全室長

困難な業務を行う副本部長

農林水産総合技術支援センターの担当
課長

分室長

農林水産総合技術支援センター農業大
学校の教頭

教授

出納室長

副室長

危機管理政策課の担当課長

観光政策課の担当課長（みなみ阿波観
光振興担当課長及びにし阿波観光振興
担当課長を除く。）

事務長

副本部長

センター等の教頭

教育委員会の事務部局 室長

企画幹

推進幹

副所長

主幹

教育機関の次長

統括管理主事



統括指導主事

統括社会教育主事

総合教育センターの課長

７級 知事等の事務部局 参事

特に困難な業務を行う部等の所長

危機管理監

地域保健統括監

特に困難な業務を行うセンター等の所
長

図書館長

博物館長

近代美術館長

院長

特に困難な業務を行う副所長

困難な業務を行う企画幹

困難な業務を行う部等の所長

困難な業務を行うセンター等の所長

困難な業務を行うセンター等の副局長

困難な業務を行う校長

困難な業務を行う副所長

困難な業務を行う農林水産総合技術支
援センターの課長

教育委員会の事務部局 困難な業務を行う教育機関の所長

困難な業務を行う企画幹

８級 知事等の事務部局 副理事

センター等の局長

困難な業務を行う規模の大きいセンタ
ー等の所長

部等の副局長



統括監（地域保健統括監を除く。）

二十一世紀館長

特に困難な業務を行う校長

困難な業務を行う委員会等の事務局の
副局長

教育委員会の事務部局 副教育長

教育改革統括監

９級 知事等の事務部局 政策監補

知事戦略局長

部等の担当部長

理事
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こ
の
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則
は
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令
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八
年
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日
か
ら
施
行
す
る
。


